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駐
車

場
使

用
契

約
書

 
2
0
2
0
年

1
月

2
5
日

改
訂
 

所
在

地
 

 

物
件

名
 

 
駐

車
番

号
 

 

車
種
 

 
車

色
 

 
ﾅ
ﾝ
ﾊ
ﾞ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾚ
ｰ
ﾄ 

 

契
約

期
間
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
よ

り
 

 
 
 

 
年

 
 

 
 

月
 

 
 
 

日
 

 
 

 
 

 
（

自
動
更

新
）
 

使
用

料
等
 

賃
料

月
額

(税
込

) 
円

 
保

証
金
 

円
 

仲
介

手
数

料
(
税

込
) 

円
 

こ
の

契
約

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、
本

契
約

書
一

通
を

作
成

し
当
事

者
記

名
押

印
の

上
、

乙
が
保

有
す

る
。
 

西
暦

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 
日
 

甲
（

管
理

者
）
 

住
所
 

岐
阜

県
各

務
原

市
鵜

沼
古

市
場

町
２
丁

目
５

６
番

地
３
 

 
氏

名
 

株
式

会
社

 
エ

ス
テ

ー
ト

さ
つ

き
 
代

表
取

締
役

 
稲

垣
 

光
晴
 

㊞
 

 
T
E
L 

0
5
8
-
3
84
-
0
23
6 

 
メ

ー
ル
 

i
n
f
o
@
21
0
3
04
4
.
co
m 

 

乙
（

契
約

者
）
 

 
〒

 
 
 

－
 

 
住

所
 

 

 
フ

リ
ガ

ナ
 

氏
名
 

  
㊞

 

連
絡

先
 

自
宅
 

会
社
 

  
携

帯
 

 
メ

ー
ル
 

 

 
※

使
用

者
が

契
約

者
と

異
な

る
場
合

（
間

柄
：

 
 

 
 

 
）
 

 
 

〒
 

 
 

－
 

 
住

所
 

 

 
フ

リ
ガ

ナ
 

氏
名
 

  
㊞

 

連
絡

先
 

自
宅
 

会
社
 

  
携

帯
 

 
メ

ー
ル
 

 

 【
月

極
駐

車
場

使
用

に
お

け
る

注
意

事
項

】
 

 
契

約
書

に
よ

く
目

を
通

し
て

い
た

だ
き

、
下

記
の

点
に

は
特

に
注

意
し

て
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

致
し

ま
す

。
 

 
◇

支
払

い
に

つ
い

て
 

使
用

料
は

、
 
 
  

全
額

契
約

時
  

  
 
に

お
支

払
い

願
い

ま
す

。
 

 ◇
保

証
金

に
つ

い
て

 

短
期

契
約

の
場

合
、

保
証

金
の

お
預

か
り

は
致

し
ま

せ
ん

。
 

 ◇
免

責
事

項
 

駐
車

場
内

で
発

生
し

た
車

両
等

の
損

害
に

つ
い

て
は

、
一

切
責

任
を

負
え

ま
せ

ん
の

で
ご

了
承

下
さ

い
。

 

 ◇
手

数
料

に
つ

い
て

 

・
保

管
場

所
使

用
承

諾
証

明
書

(
車

庫
証

明
)
発

行
…

1
,0

00
円

＋
消

費
税

 

・
そ

の
他

証
明

書
発

行
…

1
,
0
00

円
＋

消
費

税
 

 ●
駐

車
場

は
契

約
者

及
び

契
約

者
家

族
の

み
使

用
を

許
可

し
、

そ
れ

以
外

の
者

の
使

用
を

禁
ず

る
。

 

●
契

約
時

に
ご

記
入

頂
き

ま
し

た
、

住
所

・
連

絡
先

・
登

録
車

両
な

ど
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

当
社

へ
ご

一
報

下
さ

い
。

 

●
万

が
一

、
無

断
駐

車
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

お
手

数
で

す
が

当
社

へ
ご

一
報

下
さ

い
。

 

   

   
 

管
理

者
（

以
下
「

甲
」
と

い
う

。）
及

び
使

用
者
（

以
下
「

乙
」
と

い
う

。）
は

、
標

記
に

記
載

す
る

駐
車

場
（

以
下
「

本
駐

車
場

」
と
い

う
。）

 

 
の

使
用

契
約

を
以

下
の

条
項

に
よ

り
締

結
す

る
。

 

第
１

条
 

甲
は

乙
に

対
し

、
標

記
表

示
の

車
輌

を
標

記
表

示
の

場
所

に
駐

車
す

る
こ

と
を

認
め

る
。

 

第
２

条
 

契
約

期
間

は
、
標

記
表
示

の
期

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
期
間

満
了

に
際

し
甲

及
び

乙
に

お
い

て
更

新
拒

絶
又

は
解

約
の

意
思

表
示

を
し

な

い
と

き
は

、
本

契
約

は
同

一
条

件
で

も
っ

て
さ

ら
に

１
年

間
契

約
が

更
新

さ
れ

る
も

の
と

し
、

以
後

も
同

様
と

す
る

。
 

第
３

条
 

使
用

料
は

標
記

表
示

金
額

と
し

、
乙

は
標

記
表

示
の

方
法

で
支

払
う

も
の

と
す

る
。

 

 
 
2
.
賃

料
は

月
極

と
し

毎
月

１
日
か

ら
末

日
を

１
ヶ

月
単

位
と

す
る

。
 

た
だ

し
契

約
開

始
月

の
み

１
ヶ

月
に

満
た

な
い

期
間

の
賃

料
は

、
日

割
対

象
月

の
総

日
数

を
割

り
日

割
計

算
し

た
額

と
す

る
。

 

3
.
甲

は
租

税
公

課
の

増
減

、
物

価
の

変
動

等
社

会
情

勢
及

び
経

済
事

情
に

よ
り

、
賃

料
を

変
更

す
る

事
が

出
来

る
。

 

第
４

条
 

乙
は

、
標

記
に

記
載

す
る

保
証

金
を

甲
通

じ
て

土
地

所
有

者
に

預
け

入
れ

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
2
.
甲

は
、
本

契
約

終
了

後
、
上
記

保
証

金
を

無
利

息
の

預
り

金
と

し
て

、
乙

か
ら

解
約

月
の

前
月

末
ま

で
に

解
約

の
申

し
出

を
し

た
場

合
、
乙

に

全
額

返
金

す
る

も
の

と
す

る
。

 

第
５

条
 

乙
は

本
駐

車
場

の
標

記
に

表
示

す
る

車
輌

以
外

の
車

輌
を

駐
車

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
た

だ
し

、
甲

の
承

諾
を

得
た

場
合

は
、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

第
６

条
 

本
駐

車
場

内
に

お
け

る
乙

の
自

動
車

の
盗

難
、
損

傷
、
滅

失
等

、
い

か
な

る
事

故
が

発
生

し
て

も
、
甲

は
一

切
そ

の
責

任
を

負
わ

な
い

も

の
と

す
る

。
 

第
７

条
 

乙
の

駐
車

す
べ

き
場

所
、
も

し
く

は
こ

れ
に

至
る

経
路

等
に

、
他

の
自

動
車

が
無

断
も

し
く

は
違

反
駐

車
し

た
た

め
、
乙

の
使

用
が

妨
げ

ら
れ

た
場

合
、
甲

は
、
そ

の
管

理
に

重
大

な
過

失
が

あ
る

場
合

を
除

き
、
乙

に
対

し
て

何
ら

の
補

償
、
損

害
賠

償
等

の
義

務
を

負
わ

な
い

も
の

と

す
る

。
 

第
８

条
 

本
契

約
に

伴
う

乙
の

権
利

は
他

に
譲

渡
ま

た
は

転
貸

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

 

第
９

条
 

乙
又

は
そ

の
関

係
者

（
同

乗
者

を
含

む
。）

が
故

意
又

は
過

失
に

よ
り

本
駐

車
場

の
諸

施
設

若
し

く
は

他
に

駐
車

中
の

自
動

車
に

損
害

を

与
え

た
と

き
は

、
乙

は
直

ち
に

そ
の

損
害

を
与

え
た

自
動

車
の

所
有

者
は

も
と

よ
り

、
甲

若
し

く
は

土
地

所
有

者
に

賠
償

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

第
1
0
条

 
乙

は
本

駐
車

場
に

お
い
て

は
次

の
事

項
を

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
引

火
性

物
品

そ
の

他
危

険
物

を
持

ち
込

ま
な

い
こ

と
。

 

 
(
2
)
 
火

気
の

取
扱

等
を

し
な

い
こ

と
。

 

 
(
3
)
 
自

動
車

の
出

入
り

の
際

は
駐

車
位

置
、

交
通

規
則

等
の

駐
車

場
内

の
秩

序
に

つ
い

て
、

甲
の

指
示

に
従

う
こ

と
。

 

 
(
4
)
 
自

動
車

の
運

転
に

当
っ

て
は

安
全

運
転

を
す

る
こ

と
。

 

 
(
5
)
 
甲

の
許

可
を

得
た

も
の

以
外

、
物

品
の

販
売

、
自

動
車

の
修

理
（

簡
単

な
修

理
を

除
く

）
そ

の
他

秩
序

を
乱

す
行

為
は

行
わ

な
い

こ
と

。
 

 
 
(
6
)
 
駐

車
場

内
に

お
い

て
物

件
を

損
傷

し
又

は
事

故
を

起
こ

し
た

と
き

は
直

ち
に

甲
に

届
け

出
る

こ
と

。
 

 
 
(
7
)
 
駐

車
場

内
に

空
き

缶
・

タ
バ

コ
の

吸
い

殻
等

を
廃

棄
し

な
い

こ
と

。
 

 
 
(
8
)
 
他

の
車

の
駐

車
位

置
を

侵
さ

な
い

こ
と

。
 

 
 
(
9
)
 
そ

の
他

甲
の

定
め

る
一

般
的

な
指

示
に

従
う

こ
と

。
 

第
1
1
条

 
乙

が
次

の
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

し
た

と
き

は
、
甲

は
、
催

告
を

要
せ

ず
本

契
約

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
こ

の
場

合
、
乙

は
直

ち
に

本
駐

車
場

の
使

用
を

や
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
 
乙

が
賃

料
の

支
払

を
し

な
い

と
き

。
 

 
(
2
)
 
近

隣
若

し
く

は
他

の
者

に
迷

惑
と

な
る

よ
う

な
行

為
が

あ
っ

た
と

き
。

 

 
(
3
)
 
本

契
約

第
５

条
の

規
定

に
従

わ
ず

、
他

の
自

動
車

を
駐

車
さ

せ
た

と
き

。
 

 
(
4
)
 
そ

の
他

本
契

約
の

条
項

の
一

に
違

反
し

た
と

き
。

 

 
 
2
.
前

項
に

よ
る

契
約

解
除

が
行
わ

れ
た

場
合

、
既

に
納

入
し

た
賃

料
は

返
還

し
な

い
。

 

第
1
2
条

 
本

契
約

期
間

中
に

本
契

約
を

解
約

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

甲
は

３
ヶ

月
前

ま
で

に
乙

に
対

し
書

面
を

も
っ

て
、

乙
は

１
ヶ

月
前

ま
で

 
 

に
甲

に
対

し
電

話
か

メ
ー

ル
に

て
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
乙

か
ら

の
当

月
解

約
の

申
し

出
の

場
合

は
甲

を
通

じ
た

土
地

所
有

者
に

解
約

違
約

金
を

支
払

う
。

ま
た

そ
の

額
は

使
用

料
の

1
ヶ

月
分

と
す

る
。
 

第
1
3
条

 
乙

が
車

庫
証

明
を

必
要
と

す
る

場
合

は
、
標

記
事

務
処

理
費

を
自

動
車

保
管

場
所

使
用

承
諾

書
に

添
え

て
、
甲

に
申

し
出

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 
 

 
2
.
新

規
契

約
者

が
前

項
の
申

し
出

を
行

う
と

き
は

、
保

証
金

、
仲

介
手

数
料

の
他

６
ヶ

月
以

上
の

賃
料

を
前

納
し

て
い

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 
 
 
 
3
.
車

庫
証

明
発

行
後

、
乙
が

本
契

約
を

解
除

す
る

と
き

は
、

乙
は

所
管

の
警

察
署

に
保

管
場

所
変

更
届

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

第
1
4
条

 
こ

の
契

約
に

定
め

の
な
い

事
項

、
な

ら
び

に
こ

の
契

約
に

定
め

る
各

条
項

の
解

釈
に

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
甲

乙
誠

意
を

も
っ

て
協

議

し
、

そ
の

解
決

に
あ

た
る

も
の

と
す

る
。

 

 ［
特

約
事

項
］
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